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１．事業概要

１）事業者名及び代表者名
　　株式会社　 吉田建設産業
　　代表取締役　吉田  優

２）所在地
本　　　      　社　；　〒 883-1101　宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代503番地1
機械･資材置場　；　〒 883-1101  宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代2515-1

３）環境管理責任者及び事務局
EA-21責任者　：　 吉田 優　代表取締役　
EA-21事務局　： 　総務部　北林　静代　　　土木部　山床　猛富　

４）連絡先
担当者
T E L　 ：　0982-66-2300       FAX　：　0982-66-3475    
E-mail　：　y-036@mnet.ne.jp

５）事業内容
建設業・・・・宮崎県知事許可：(特-1)第7785号
　(土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事、石工事、しゅんせつ工事、
　　　　　　塗装工事、解体工事）　　

６）事業規模

単位 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
件 17 11 15 10 16 4
人 10 12 13 10 10 10

ｍ
2 78 78 78 78 78 78

ｍ2 39 39 39 39 39 39

ｍ2 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

７）対象範囲（全組織・全活動）
対象組織・・・・・・本社、機械･資材置場
対象活動・・・・・・建設業（土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事）　　

８）推進組織

EA21責任者

EA21事務局
(山床・北林)

現場部門 機械･資材置場総務部門

項目
工事件数
従業員
床面積

総敷地面積

代表者
(社長)

倉庫面積
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　　　株式会社　吉田建設産業は、建設事業活動に伴って、全社員が

　　現在の地球環境がおかれた危機的状況にある事を認識し、次世代の

　　子供達に、美しい地球を引き継いでいきます。

　　　よって当社の事業活動のあらゆる分野で、環境に配慮した行動に

　　努め、広く地域・社会に貢献します。

　　　１．当社は土木工事の事業活動を通じて、環境経営マネジメントシステムを

　　　　　構築し、環境経営目標・環境経営計画を定め継続的な改善に努めます。

　　　２．関連する環境の法規制を遵守するとともに、行政機関・団体・地域等の

　　　　　要請に協力します。

　　　３．土木工事の事業に於いて環境に与える影響を削減するため、次の事項に

　　　　　対して優先的に取組みます。

　　　　　①  二酸化炭素排出量の削減

　　　　　　　　　　　（設備運転・空調・車両管理等による、電気使用量・燃料使用量の削減）

　　　　　②  本社、工事現場から排出される一般及び産業廃棄物の削減

　　　　　③　節水活動による水使用量の抑制

　　　　　④　環境に配慮した工法の実施

　　　　　　　　　　（低振動・低騒音・排ｶﾞｽ対策型建設機械の選定とエコ操作、県産材の優先使用）

　　　４．環境保全に関する啓蒙・啓発と、地域での社会貢献活動に努めます。

　　　５．創意工夫や新技術活用等で、安全且つ効率的施工に努めます。 

　　　６．この環境経営方針は全従業員に周知徹底すると供に、一般に開示します。 

   制定    2011年　01月　05日

   改訂    2020年　03月　23日

   改訂    2022年　04月　01日

株式会社　吉田建設産業

代表取締役　　吉田 優

環 境 経 営 方 針
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３．環境経営目標

実施区 　基準値 　2021年度 　2022年度 　2023年度

全社 87,620 86,750 86,312 85,874

新基準比1.0％削減 新基準比1.5％削減 新基準比2.0％削減

事務所 3,562 3,544 3,526 3,508

新基準比1.0％削減 新基準比1.5％削減 新基準比2.0％削減

事務所 4,184 4,142 4,122 4,101

現場 10,617 10,511 10,458 14,505

全社 14,801 14,653 14,580 18,606

現場 20,173.0 19,971.0 19,870 19,769

新基準比1.0％削減 新基準比1.5％削減 新基準比2.0％削減

事務所 43.0 42.8 42.6 42.4

現場 95.0%

新基準比0.5％削減 新基準比1.0％削減 新基準比1.5％削減

事務所 129.8 129.2 128.5 127.9

現場

・各年度は当年１月から12月までの1年間とする。
・基準値は2018年1月～2020年12月の実績平均値とする。 

４．環境経営目標の実績
2021年1月から12月までの目標と実績は以下の通リです。

実施区 目標 実績 達成率 評価

全社 86,312 87,225 99.0% ○

事務所 3,526 3,822 92.3% ○

事務所 4,122 4,219 97.7% ○

現場 10,458 10,440 100.2% ○

全社 14,580 14,659 99.5% ○

現場 19,870 20,112 98.8% ○

事務所 42.6 40.0 106.5% ○

現場 95.0% 30.6%
(24.08t/78.64t)

32.2% ×

事務所 128.5 97.5 131.8% ○

現場
環境経営計画の
順守

環境経営計画を
順守しています。

― ○

①購入電気の二酸化炭素排出係数は九州電力の調整値 0.347を使用
②灯油を含む全社の二酸化炭素排出量は、88,147.5 kg-CO2です。

評価　；　達成率９０％以上＝○　８０％以上＝△　８０％未満＝×

取組み項目

１．二酸化炭素排出量の削減
               （kg-CO2）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

電気使用量の削減
　　（kWh）

ｶﾞｿﾘﾝ消費量の削減　(L)

軽油消費量の削減  (L)

建設副産物の
　　再資源化率向上  （％）

再資源化率９５％以上

４.自らが施工する土木建築物等の環境
　　性能の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善

取組み項目

１．二酸化炭素排出量の削減
               （kg-CO2）

環境経営計画を遵守する

３．水資源使用量の削減  （m3）

２
.

廃
棄
物

の
削
減

一般廃棄物最終処分量の
　　削減   (kg)

4．自らが施工する土木建築物の環境
　　性能の向上、及びサービスの改善

ｶﾞｿﾘﾝ消費量の削減　(L)

一般廃棄物最終処分量
　　の削減   (kg)

建設副産物の
　　　再資源化率向上

３．水資源使用量の削減  （m3）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

電気使用量の削減 （kWh）

軽油消費量の削減  (L)
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５．環境経営計画の内容及び取組状況

①不在時の電気消灯の徹底 〇

②空調温度管理の徹底
　（夏季：２６～２８℃程度、冬季：２４～２６℃程度）

〇

③照明機器の省エネルギー化 〇

④蛍光灯やエアコンフィルターの定期的な清掃 〇

①給油所での定期的なオイル・タイヤ空気圧の確認 〇

②制限速度の遵守 〇

③連絡車の軽減化 〇

④現場への相乗り通勤の推進 〇

①重機類の始業前点検実施 〇

②重機のフルアクセル抑制運動の展開 〇

③アイドリングストップの徹底 〇

①廃棄物の分別徹底 〇

②両面プリント・使用済み用紙の裏面利用の推進 〇

③排出量の計量管理 〇

④ミスプリントが無いようにコピー前に確認する
　　　（サイズ、枚数）

〇

①廃棄物の分別徹底 〇

②排出量のマニフェスト伝票管理 〇

③リサイクル業者の選定によるリサイクルの推進 〇

①トイレ用水の節約 〇

②定期的な漏水の点検
　　（全蛇口を閉めてメーターの確認）

〇

①低振動・低騒音・排出ガス対策型の
　　建設機械使用

〇

②作業停止時の重機のエンジン停止 〇

③施工計画の環境対策事項の遵守 〇

水使用の現場が少なかった事や、
定期的な漏水点検等で節水意識を
維持して131.8%の目標未達成と
なった

ガソリン使用量
の削減

軽油消費量の
削減

取組状況

施工計画書の指定機械や、環境対
策事項に沿って実施されている。

自らが施工する
土木建築物の
環境性能の向
上及びｻｰﾋﾞｽの
改善

年度は解体工事で混合廃棄物と大
量のがれき類が発生した為、
30.6%の再資源化率となった。但
し、現場での分別廃棄については
継続して取り組んでいる。

水資源使用量
の抑制

一般廃物の削減については最終処
分量の削減を掲げて徹底した分別
で、106.5%の目標達成となった。

建設副産物の
再資源化率

向上

一般廃棄物搬
出量の削減

評価

事務所の電気は不在時の消灯やｴ
ｱｺﾝの温度調整、ﾌｨﾙﾀｰ清掃などで
節電を図ったが、事務員を１名増員
の為電子機器が増えた事と、夏場
の熱中症対策やｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策等で
ｴｱｺﾝ使用が増えた時期があった事
等で、ほぼ毎月目標未達となった。
今年度は現状把握の期間とする。

事務所のｶﾞｿﾘﾝは月々では増減が
あるが、ほぼ目標通りで97.7%の
達成率、現場のｶﾞｿﾘﾝは比較的近
場の現場が多かった事や件数が少
なかった事、及び現場への相乗り、
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの徹底など、社員の努力
で100.2%の目標達成となった。

軽油については受注量や工事の内
容で使用量が変動するため、目標
の設定が難しいが、重機類の始業
前点検やﾌﾙｱｸｾﾙ抑制、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽ
ﾄｯﾌﾟ等の省エネ活動は徹底してい
る。

項目 実施内容

電気使用量の
削減
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６．次年度の環境経営目標と環境経営計画

二酸化炭素排出量
85,874
kg-CO2

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の節減による二酸化炭素排出量の削減

①不在時等の電気消灯の徹底

②空調温度管理の徹底　（夏季：２６～２８℃程度、冬季：２４～２６℃程度）

③照明機器の省エネルギー化

④蛍光灯やエアコンフィルターの定期的な清掃

①給油所での定期的なオイル・タイヤ空気圧の確認

②制限速度の遵守

③連絡車の軽減化

④現場への相乗り通勤の推進

①重機類の始業前点検実施

②重機のフルアクセル抑制運動の展開

③アイドリングストップの徹底

①廃棄物の分別徹底

②排出量のマニフェスト伝票管理

③リサイクル業者の選定によるリサイクルの推進

①廃棄物の分別徹底

②両面プリント・使用済み用紙の裏面利用の推進

③排出量の計量管理

④ミスプリントが無いようにコピー前に確認する　　（サイズ、枚数）

⑤最終処分量削減のための分別の徹底

①トイレ用水の節約

②定期的な漏水の点検　（全蛇口を閉めてメーターの確認）

①低振動・低騒音・排出ガス対策型の建設機械使用

②作業停止時の重機のエンジン停止

③施工計画の環境対策事項の遵守

水資源使用量の抑制

項目 活動内容

電気使用量の
削減

ガソリン使用量の削減

軽油消費量の削減

127.9 ㎥　以内
(事務所)

環境経営計画
の順守

自らが施工する土木建
築物の環境性能の向
上、及びｻｰﾋﾞｽの改善

次年度の目標
2023年度

3,508
 kWh以内
(事務所)

4,101 L 以内
(事務所)

10,405 L 以内
(現場)

19,769 L 以内
(現場)

９５．０％以上
(現場)

42.4　kg 以内
(事務所)

建設副産物の
再資源化率向上

一般廃棄物
最終処分量の削減
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７．環境関連法規制への違反、訴訟、遵守状況

※　環境法規制の遵守活動を通じて自己チェックした結果、過去3年間にわたり

　　 違反はありませんでした。又、関係当局よりの違反の指摘もありません。

※　周辺住民からの訴訟についてもありません。

   ※当社の事業に関係する主な環境関連法規と遵守状況は以下の通りです。

法規名
遵守
評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

再生資源利用省
令

遵守

騒音規制法
該当工事

なし

振動規制法
該当工事

なし

８．代表者による全体評価と見直しの結果

2008年9月の取組開始から14年が経過しましたが、現場で使用する軽油とガソリンの消費

による二酸化炭素排出量の割合が、全社の約86％強を占めています。

この為、色々な方法で省エネを図っていますが、その結果は過去の実績と比較している為、

社員による省エネ活動などの努力の結果が表れない事も多くあります。

ただ、これまで続けてきた省エネ・省資源活動は、必ずや地球環境負荷の低減に繋がって

いるとの思いを強く持って、環境経営目標の達成と持続可能な社会の形成に継続して

取組む所存です。

遵守事項

廃棄物処理法

委託契約の締結、マニフェストの交付

回収・照合確認（発行後B2,D票90日E票180日以内）
A表の5年間保管

産業廃棄物管理票交付等状況報告(6月30日までに知事へ報告)

保管場所の掲示板設置

・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて85デシベル以下

・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて75デシベル以下

建設ﾘｻｲｸﾙ法

発注者への書面による計画等説明、完了報告

工事着手する日の７日前までに必要事項を都道府県知事に届け出

分別解体、再資源化促進、再資源使用

・再資源利用計画書・実施書の作成
・再資源利用促進計画書・実施書の作成
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